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貸借対照表
 （令和7年8月31日）  （単位 ： 円）

合同会社　タープ

科 目 金 額 科 目 金 額
資産の部

流動資産

現金及び預金 6,235,848

前払費用 151,517

未収入金 3,308,110

流動資産合計 9,695,475

固定資産

有形固定資産

車両運搬具 195,924

工具、器具及び備品 302,408

一括償却資産 67,020

有形固定資産合計 565,352

投資その他の資産

出資金 10,000

前各号に掲げられるものの外、流動資

産、有形固定資産、無形固定資産又は

繰延資産に属するもの以外の長期資産

敷金 55,000

投資その他の資産合計 65,000

固定資産合計 630,352

負債の部

流動負債

未払金 782,766

未払費用 254,000

未払法人税等 92,800

預り金 118,130

流動負債合計 1,247,696

固定負債

長期借入金 8,399,500

固定負債合計 8,399,500

負債合計 9,647,196

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △321,369

利益剰余金合計 △321,369

株主資本合計 678,631

純資産合計 678,631

資産合計 10,325,827 負債及び純資産合計 10,325,827



損益計算書
 （自 令和6年9月1日　至 令和7年8月31日）  （単位 ： 円）

合同会社　タープ

科 目 金 額
売上高

その他の売上高 18,538,730

総売上高 18,538,730

売上総利益 18,538,730

販売費及び一般管理費

役員報酬 6,800,000

給料手当 2,998,619

賞与 804,000

福利厚生費 103,920

新聞図書費 17,105

交際費 27,665

通信費 262,686

消耗品費 191,465

租税公課 8,300

減価償却費 817,407

保険料 321,516

法定福利費 1,628,448

支払手数料 426,992

地代家賃 612,500

荷造運搬費 2,465

水道光熱費 12,500

事務用品費 93,527

車両費 949,693

会議費 68,790

諸会費 4,000

旅費及び交通費 214,210

雑費 18,000

販売費及び一般管理費合計 16,383,808

営業利益 2,154,922

営業外収益

受取利息 5,392

受取配当金 139

雑収入 1,138,032

営業外収益合計 1,143,563

営業外費用

支払利息 53,937

営業外費用合計 53,937

経常利益 3,244,548

税引前当期純利益 3,244,548

法人税等合計 92,800

当期純利益 3,151,748



株主資本等変動計算書

 （自 令和6年9月1日　至 令和7年8月31日）   単位 円

合同会社　タープ

期首残高

事業年度中の変動額

当期純利益

事業年度中の変動額合計

期末残高

株主資本
利益剰余金

その他利益剰余金資本金

1,000,000

1,000,000

株主資本合計

△2,473,117

3,151,748

3,151,748

678,631

利益剰余金合計

△3,473,117

3,151,748

3,151,748

△321,369

繰越利益剰余金

△3,473,117

3,151,748

3,151,748

△321,369

純資産合計

△2,473,117

3,151,748

3,151,748

678,631



個　別　注　記　表

合同会社　タープ

重要な会計方針に係る事項に関する注記

　

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　法人税法の規定による定率法。ただし、建物及び建物付属設備・構築物については　　

　定額法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

無形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　法人税法の規定による定額法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入

　率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上。　　　　　　　　　

　ただし、少額の場合は見送る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　

その他

項目名

消費税等の会計処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内容

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　


